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お知らせ

コンビニ交付サービスの　　
一時停止

　 国が定めた住民情報システムの
標準化に伴うメンテナンスのため、
2月23日（月・祝）からコンビニ交付
サービスが停止しています。長期
の停止となるため、窓口の混雑が予
想されます。証明書などが必要な人
は、余裕をもってご利用ください。
停止期間
3 月 10 日㈫ 6：30 まで
停止対象
全ての証明書の交付・利用登録申請
問 ライフサービス課
☎ 30-6111　FAX 22-1398

【HP 番号：20776】

マイナンバーカード休日開庁日

　交付・更新・暗証番号再設定な
ど、マイナンバーカードの手続き
に限定した窓口を開設します。

 4 月 12 日㈰ 9：30 ～ 13：00
（受付 9：30 ～ 12：30）
場 市役所本庁舎（元町）1 階
予約 交付手続きのみ電話または
Web フォーム（QR コード）での予
約が可能です。
持 本人確認書類など
他 不明な点があれば、事前にお問
い合わせください。
問 ライフサービス課
☎ 30-6151
FAX 22-1398

【HP 番号：27825】

福祉センターでマイナンバー
カードの手続きが可能です

　福祉センターにある証明書発行
コーナーでは、交付、更新、暗証番
号再設定など、マイナンバーカー
ドの手続きが可能です（交付のみ完
全予約制）。

 平日 9：00 ～ 16：45
場 福祉センター（平田町）
予約 交付手続きのみ電話または
Web フォーム（QR コード）での予
約が必要です。
他 不明な点があれば、事前にお問
い合わせください。
問 ライフサービス課
☎ 30-9241（証明書発行コーナー）

【HP 番号：8822】
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給付対象者 申請 給付時期

令和 7 年 9 月分 ( 令和 7 年 9 月中に出生した子どもに
ついては 10 月分）の児童手当を市から受給されてい
る人

不要
口座変更や辞退を希望する場合は、
3 月 30 日㈪ 16：45 までにコール
センターまでご連絡ください。

4月16日㈭ 《予定》
口座変更等のご連絡をいただいた
場合、5 月 1 日㈮以降、順次とな
ります。

令和 7 年 10 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで
の間に出生した子どもにかかる児童手当の認定を
受けている人

必要
申請書のほか、添付書類の提出が
必要です。

申請期限：5月31日㈰【必着】

    5月1日㈮以降、順次

申請を不備なく受理してから
約 1 か月後となります。

令和 7 年 10 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで
の間に、離婚（離婚調停中を含む）により新たに児童
手当の認定を受けている人

勤務先から児童手当を受給されている公務員の人は、申請方法を勤務先にお問い合わせください。
申請が必要な場合は、5 月 31 日㈰【必着】が申請期限となります。

他 申請が必要な給付対象に該当していると思われる人は、
　 コールセンターまでお問い合わせください。
問 彦根市コールセンター「物価高対応子育て応援手当」担当
　 ☎ 0120-158-202

  平成 19 年 4 月 2 日から令和 8 年 3 月 31 日までの間に出生した子どもの児童手当受給者に対し、
子ども 1 人あたり 2 万円（１回限り）を給付します。

  　　◀物価高対応子育て応援手当

     　　の詳細はこちら

「物価高対応子育て応援手当」を給付します

　  マイナンバーカードがあれば、

   スマホから 転出届を

　出せます

福祉センターと、
稲枝支所でも
できます

申請は郵送か、
オンラインが
おすすめです

５年 
           ごと

電子証明書の更新

10年
                ごと

カード本体の更新

　　　　 お引越しされる方へ

　マイナンバーカードは 18 歳以上の場合、５年目と 10 年目に更新手続　マイナンバーカードは 18 歳以上の場合、５年目と 10 年目に更新手続
きの必要がありますきの必要があります（有効期限の 2 ～ 3 か月前を目途に案内の封筒が届きます）（有効期限の 2 ～ 3 か月前を目途に案内の封筒が届きます）。。
現在、新規作成に加えて、更新のための来庁者が多く、市役所本庁舎の窓現在、新規作成に加えて、更新のための来庁者が多く、市役所本庁舎の窓
口での待ち時間が長くなりがちです。市役所本庁舎に行かなくてもできる口での待ち時間が長くなりがちです。市役所本庁舎に行かなくてもできる
手続きもあるため、ご活用ください。手続きもあるため、ご活用ください。
　また、申請完了から送付までに長い日数を要していますので、早めのお　また、申請完了から送付までに長い日数を要していますので、早めのお
手続きをお願いします。手続きをお願いします。
問  ライフサービス課 ☎ 30-6151  ライフサービス課 ☎ 30-6151  FAX 22-1398 22-1398

マイナンバーカードの
更新には 時間がかかります！

早めの お手続きを

PICKPICK  UP!UP!

　転出（彦根市から市外への引越し）の際、マイナ
ポータルを通じたオンラインでの届出が可能に
なりました。このサービスを利用する場合、彦
根市役所への来庁が不要となり、転出先の役所
での手続きのみとなります。

▲マイナ
ポータル

　窓口にお越しいただき、
IC チップ内の電子証明書を
更新します。更新は 3 か月
前から可能です。

　お手元に「更新の案内」があれば、窓口にお
越しいただかなくても申請ができます。ない場
合はお問い合わせください。
　更新後のカードの準備ができ次第、
お知らせを郵送しますので、受け取り
にお越しください。

※ 18 歳未満は
 　5 年ごと


